
＜賠償金のご請求対象期間（法人さま・個人事業主さま）＞ 【別紙２】

前回ご請求期間 ３ヶ月間～１２ヶ月間
※ご請求
時点より
過去の月

前回ご請求期間の翌月 ご希望の月

今回のご請求対象期間

（例）これまでのご請求の状況により、以下のような期間でご請求いただけます

3月 8月 9月 11月 12月第１回 第２回

平成23年

①

②

③

④

⑤

⑥

第1回・第2回をご請求済み 平成23年12月以降をご請求（3～12ヶ月間）

第1回をご請求済み

第1回をご請求済み

第1回・第2回および平成23年12月以降をご請求（最長13ヶ月間）

第1回・第2回をご請求

第1回をご請求

第2回および平成23年12月以降をご請求（3～12ヶ月間）

第2回をご請求

第１回・第２回の期間の途中から、また
は途中の月までのご請求はできません。

前回のご請求対象期間の翌月から、ご請求時点の過去の月まで（３ヶ月間～１２ヶ月間）ご請求いただけます。

※

※

※

（平成23年3月から平成24年3月までを
ご請求される場合は１３ヶ月間）


